
静岡市保健福祉長寿局地域包括ケア推進本部     
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Ⅰ．新しい総合事業の概要 
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いつまでも元気に暮らすために･･･   

生活支援・介護予防 

住まい 

地域包括ケアシステムの姿 

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定 

■在宅系サービス： 
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  
・小規模多機能型居宅介護 
・短期入所生活介護 

・福祉用具 

・24時間対応の訪問サービス 

・複合型サービス 

   （小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等 

 ・自宅 

 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 

相談業務やサービスの 

コーディネートを行います。 

■施設・居住系サービス 

・介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設 

・認知症共同生活介護 

・特定施設入所者生活介護 

                等 

 

日常の医療： 
 ・かかりつけ医、有床診療所 

 ・地域の連携病院 

 ・歯科医療、薬局 

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 

・地域包括支援センター 
・ケアマネジャー 

通院・入院 
通所・入所 

病院： 
 急性期、回復期、慢性期 

病気になったら･･･   

医 療 
 

介護が必要になったら･･･   

   介 護 

■介護予防サービス 

地域包括ケアシステムの構築について 

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。 

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要。 

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。 

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。 
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地域住民の参加 

高齢者の社会参加 生活支援・介護予防サービス 

 生活支援の担い手 
 としての社会参加 

○現役時代の能力を活かした活動 
○興味関心がある活動 
○新たにチャレンジする活動 
 
  ・一般就労、起業 
  ・趣味活動 
  ・健康づくり活動、地域活動 
  ・介護、福祉以外の  
    ボランティア活動 等 

 
○ニーズに合った多様なサービス種別 

○住民主体、NPO、民間企業等多様な 
  主体によるサービス提供 
 
  ・地域サロンの開催 
  ・見守り、安否確認 
  ・外出支援 
  ・買い物、調理、掃除などの家事支援 
  ・介護者支援  等  
  
 

バックアップ 

バックアップ 

都道府県等による後方支援体制の充実 

市町村を核とした支援体制の充実・強化 

○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加。ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協同
組合等の多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供することが必要。 

○ 高齢者の介護予防が求められているが、社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につながる。 
○ 多様な生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりを市町村が支援することについて、制度的な位置づけの強
化を図る。具体的には、生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の
地域資源の開発やそのネットワーク化などを行う「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」の配置などについて、介
護保険法の地域支援事業に位置づける。 

生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加 
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【財源構成】 
 

国 25% 

 

都道府県  

 12.5% 

 

市町村  

 12.5% 

 

1号保険料  

 22% 

 

2号保険料  

 28% 

 

 

 

【財源構成】 
 

国 39% 

 

都道府県  

 19.5% 

 

市町村   

 19.5% 

 

1号保険料    

 22% 

 

介護予防給付 
 （要支援1～２） 

介護予防事業 
又は介護予防・日常生活支援総合事業 

○ 二次予防事業 

○ 一次予防事業 
介護予防・日常生活支援総合事業の場合 

は、上記の他、生活支援サービスを含む 

要支援者向け事業、介護予防支援事業。 

包括的支援事業 
○地域包括支援センターの運営 

  ・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援 

   業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 

○ 家族介護支援事業 

○ その他の事業 

新しい介護予防・日常生活支援総合事業 
（要支援1～２、それ以外の者） 

○ 介護予防・生活支援サービス事業 

  ・訪問型サービス 

  ・通所型サービス 

  ・生活支援サービス（配食等） 
  ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

○ 一般介護予防事業 

包括的支援事業  

○ 地域包括支援センターの運営 
（左記に加え、地域ケア会議の充実） 

○ 在宅医療・介護連携の推進 

○ 認知症施策の推進 
（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等） 

○ 生活支援サービスの体制整備 
（コーディネーターの配置、協議体の設置等） 

介護予防給付（要支援1～２） 

充
実 

現行と同様 

事業に移行 

訪問看護、福祉用具等 

訪問介護、通所介護 

多
様
化 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 

○ 家族介護支援事業 

○ その他の事業 

地
域
支
援
事
業 

地
域
支
援
事
業 

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５） 

＜現行＞ ＜見直し後＞ 介護保険制度 

全市町村で
実施 

介護保険制度の全体像 

平成２９年４月～ 
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○予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移

行（２９年度末まで）。財源構成は給付と同じ（国、都道府県、市町村、1号保険料、２号保険料）。 

○既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支

援。高齢者は支え手側に回ることも。 

予防給付の見直しと生活支援サービスの充実 

 ・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進 
 ・元気な時からの切れ目ない介護予防の継続 
 ・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組 
 ・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進 

 
 
・住民主体のサービ 
 ス利用の拡充 
 
・認定に至らない 
 高齢者の増加 
 
・重度化予防の推進 

・専門的なサービスを必要とする人に 
 は専門的サービスの提供 
 （専門サービスにふさわしい単価） 

・支援する側とされる側という画一的 
 な関係性ではなく、サービスを利用 
 しながら地域とのつながりを維持で 
 きる 
 
・能力に応じた柔軟な支援により、 
 介護サービスからの自立意欲が向上 

 
 
・多様なニーズに対 
 するサービスの拡 
 がりにより、在宅生 
 活の安心確保 

予防給付 
（全国一律の基準） 

地域支援事業 

移行 

移行 

・多様な担い手による多様なサービス
（多様な単価、住民主体による低廉な 
 単価の設定、単価が低い場合には 
 利用料も低減） 

同時に実現 

サービスの充実 

費用の効率化 

訪問介護 
 ＮＰＯ、民間事業者等による掃除・洗濯等の 
 生活支援サービス 

 住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支 
 援サービス 

 既存の訪問介護事業所による身体介護・生  
 活援助の訪問介護 

通所介護 

 既存の通所介護事業所による機能訓練等 
 の通所介護 

 ＮＰＯ、民間事業者等によるﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

 ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ、住民主体の運動・交流の場 

 リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等関与 
 する教室 

介護予防・生活支援の充実 
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サービスの移行について 

予防給付によるサービス 

・訪問型サービス 

 

・通所型サービス 

 

・生活支援サービス 

（配食・見守り等） 
・訪問看護 

・訪問リハビリテーション 

・通所リハビリテーション 

・短期入所療養介護 

・居宅療養管理指導 

・特定施設入居者生活介護 

・短期入所者生活介護 

・訪問入浴介護 

・認知症対応型通所介護 

・小規模多機能型居宅介護 

・認知症対応型共同生活介護 

・福祉用具貸与 

・福祉用具販売 

・住宅改修など 

 

訪問介護・通所介護
について事業へ移行 

従来どおり 

予防給付で実施 

新しい総合事業によるサービス 

・現行の訪問サービスに加え、多様 

 なサービスを実施 

※多様な主体による多様なサービスの提供を推進 

※総合事業のみ利用の場合は、基本チェックリスト該当で利用可 

○多様な主体による柔軟な取り組みにより効果的かつ効率的にサービスを提供できるよう、予防給付の訪問介護、
通所介護は、総合事業にすべて移行 

○その他のサービスは、予防給付によるサービスを利用 

・訪問介護 

・通所介護 
・現行の通所サービスに加え、多様 

 なサービスを実施 
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静岡市の総合事業の構成（案） 

一般介護予防事業 

その他の生活支援サービス（配食見守りサービスなど） 
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訪問型サービス 
（第１号訪問事業） 

通所型サービス 
（第１号通所事業） 

・現行の訪問
介護相当 

①訪問介護相当サービス 

・多様な 

 サービス 

②訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス） 

③訪問型サービスB（住民主体による支援） 

④訪問型サービスC（短期集中予防サービス） 

⑤訪問型サービスD（移動支援） 

・現行の通所 

 介護相当 

・多様な 

 サービス 

①通所介護相当サービス 

②通所型サービスA（緩和した基準によるサービス） 

③通所型サービスB（住民主体による支援） 

④通所型サービスC（短期集中予防サービス） 

介護予防ケアマネジメント 
（第１号介護予防支援事業） 



Ⅱ．本市における制度設計について 
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 訪問型サービスの類型（案） 

サービス種別 現行相当サービス（訪問介護相当サービス） 
緩和した基準による 

サービス（サービスＡ） 

基本的な 

考え方 
現行の介護予防訪問介護と同様のサービス内容 国のガイドラインに準じたサービス内容 

サービス内容 訪問介護員による身体介護、生活援助 生活援助 

対象者像 

 

○既にサービスを利用しており、サービスの利用の継続が必要な 

  ケース 

○自立のために、身体介護のみ又は身体介護と生活援助の一体的 

    なサービスの提供が必要なケース 

○代替のサービスの利用が困難なケース 

○身体機能や認知機能の低下がみられ、専門的な支援が必要なケース 

○身体介護の必要はないが、利用者が自力で家事等の一部を行 

  うことが困難なケース 

従事者 訪問介護員 
一定の研修受講者 

訪問介護員 

実施方法 事業者指定 事業者指定 

H29年度の 

報酬単位 

 
※H30年度以降、
介護報酬改定等
に伴い改定する
ことがあります 

現行の報酬と同様（月包括算定） 
週1回程度：１，１６８単位 

週2回程度：２，３３５単位 

週2回を超える程度：３，７０４単位 

 加算及び減算についても介護予防給付と同様 

現行相当サービスの７割程度（月包括算定） 
週1回程度：８１７単位程度 

週2回程度：１，６３４単位程度 

週2回を超える程度：２，５９２単位程度 
 原則として加算・減算の算定は行わないが、中山間地域に係る加算及
び同一建物の利用者に係る減算は現行相当と同じ 

サービス 

提供時間の 

考え方 

○週1回程度利用 要支援１・２・事業対象者 

○週2回程度利用 要支援１・２・事業対象者 

○週2回を超える利用 要支援２ 

○週1回程度利用 要支援１・２・事業対象者  

○週2回程度利用 要支援１・２・事業対象者  

○週2回を超える程度 要支援２  

いずれも1回当たり30分以上60分以内 

自己負担の 

考え方 
原則１割、一定以上所得者は２割 原則１割、一定以上所得者は２割 

9 ※上記の報酬単位等は、現時点での案であり、今後、平成29年度予算の議決等を経て決定されるものです。 

※報酬額は報酬単位に地域単価（１単位10.42円）をかけたものになります。 

 



 訪問型サービスの人員・設備基準（案） 

  現行相当サービス（訪問介護相当サービス） 緩和した基準によるサービス（サービスＡ） 

基本的な 

考え方 
現行の介護予防訪問介護と同様の基準 国のガイドラインに準じた基準 

人員 

○管理者※１ 常勤・専従１以上 

○訪問介護員等 常勤換算2.5以上 

  【資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研修修了者等】 
 

○サービス提供責任者 常勤の訪問介護員等のうち、利用者40人に１ 

  人以上※２ 

  【資格要件：介護福祉士、実務者研修修了者、３年以上介護等の業 

    務に従事した介護職員初任者研修等修了者】 
 

※１支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従 

   事可能。 

※２一部非常勤職員も可能 

○管理者※１ 専従１以上 

○従事者 １人以上 

  【資格要件：介護福祉士・介護職員初任者研修修了者又は 

   一定の研修受講者】 
○訪問事業責任者 １人以上 

  【資格要件：従事者に同じ】 
 

※１支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の 

   職務に従事可能。 

設備 
○事業の運営に必要な広さを有する専用の区画 

○必要な設備・備品 
○事業の運営に必要な広さを有する専用の区画 

○必要な設備・備品 

運営 

○個別サービス計画の作成 

○運営規程等の説明・同意 

○提供拒否の禁止 

○訪問介護員等の清潔の保持・健康状態の管理 

○秘密保持等 

○事故発生時の対応 

○廃止・休止の届出と便宜の提供 等 

○必要に応じ、個別サービス計画の作成 

○運営規程等の説明・同意 

○従事者等の清潔の保持・健康状態の管理 

○秘密保持等 

○事故発生時の対応 

○廃止・休止の届出と便宜の提供 等 

10 
※上記の基準等は、現時点での案であり、今後、要綱の制定等を経て決定されるものです。 



 通所型サービスの類型（案） 

11 
※上記の報酬単位等は、現時点での案であり、今後、平成29年度予算の議決等を経て決定されるものです。  

※報酬額は報酬単位に地域単価（１単位10.27円）をかけたものになります。 

現行相当サービス（通所介護相当サービス） 
緩和した基準によるサービス① 

（サービスＡ１） 機能訓練指導員配置 
緩和した基準によるサービス② 

（サービスＡ２） 機能訓練指導員非配置 

基本的な考え方 現行の介護予防通所介護と同様のサービス内容 国のガイドラインに準じたサービス内容 国のガイドラインに準じたサービス内容 

サービス内容 
通所介護と同様のサービス 

生活機能の向上のための機能訓練 

ミニデイサービス・運動 等 ミニデイサービス・運動 等 

対象者像とサービ
ス提供の考え方 

○既にサービスを利用しており、サービスの利 

  用の継続が必要なケース 

○代替のサービスの利用が困難なケース 

○身体機能や認知機能の低下がみられ、専門 

  的な支援が必要な者 

○自宅での入浴に不安があり見守りが必要な 

  ケース 

○身体介護の必要がなく、簡易な運動 

  プログラムにより、運動器 機能の維持・  
   向上が見込まれるケース 

 

○身体介護の必要がなく、体操やレクリ 

  エーション等を集団で 行うことにより、   

    閉じこもり防止等が見込まれるケース 

実施方法 事業者指定 事業者指定 事業者指定 

H29年度の 

報酬単位 

 
※H30年度以降、介

護報酬改定等に伴
い改定することがあ
ります。 

○現行の報酬と同様（月包括算定） 
○要支援１、事業対象者：１，６４７単位 

         要支援２：３，３７７単位 

○加算及び減算についても介護予防給付と同様 

 

○提供時間別の類型による報酬の設定（要介護 

  サービスのイメージ）は引き続き検討する。 

 

○現行相当サービスの８割程度（月包括 

  算定） 
○要支援１、事業対象者：１，３１７単位程度 

            要支援２：２，７０１単位程度 
○ 原則として加算・減算の算定は行わないが、中 

 山間地域に係る加算及び定員超過、人員基準欠 

 如、同一建物に居住する者等へのサービスに係 

 る減算は現行相当と同じ 

○現行相当サービスの７割程度（月包括 

  算定） 
○要支援１、事業対象者：１，１５２単位程度 

            要支援２：２，３６３単位程度 
○ 原則として加算・減算の算定は行わないが、中 

 山間地域に係る加算及び定員超過、人員基準欠 

 如、同一建物に居住する者等へのサービスに係 

 る減算は現行相当と同じ 

サービス提供時間 

の考え方 

○週1回程度利用 要支援１・事業対象者  

○週2回程度利用 要支援２ 

○週1回程度利用 要支援１・事業対象者  

○週2回程度利用 要支援２ 
いずれも提供時間は１回当たり120分以上 

○週1回程度利用 要支援１・事業対象者  

○週2回程度利用 要支援２ 
いずれも提供時間は１回当たり120分以上 

自己負担の考え方 原則１割、一定以上所得者は２割 原則１割、一定以上所得者は２割 原則１割、一定以上所得者は２割 



 通所型サービスの人員・設備基準（案） 

※上記の基準等は、現時点での案であり、今後、要綱の制定等を経て決定されるものです。 

現行相当サービス（通所介護相当サービス） 
緩和した基準によるサービス① 

（サービスＡ１） 機能訓練指導員配置 
緩和した基準によるサービス② 

（サービスＡ２） 機能訓練指導員非配置 

基本的な 

考え方 
現行の介護予防通所介護と同様の基準 国のガイドラインに準じた基準 国のガイドラインに準じた基準 

人員 

 
○管理者※１ 常勤・専従１以上 
○生活相談員 専従１以上 
○看護職員 専従１以上 
○介護職員 ～15人 専従１以上 
        15人～利用者１人に専従0.2以上 
  （生活相談員・介護職員の１以上は常勤） 
○機能訓練指導員 １以上 
   
※１支障がない場合、他の職務、同一敷地内 
  の他事業所等の職務に従事可能。 

 
○管理者※１ 専従１以上 
 
 
○従事者 ～15人 専従１以上 
        15人～利用者１人に専従0.1以上 
 
○機能訓練指導員 １以上 
 
※１支障がない場合、他の職務、同一敷地内 
  の他事業所等の職務に従事可能。 
※２生活相談員及び看護職員の設置は必須と 
  しない。 

 
○管理者※１ 専従１以上 
 
 
○従事者 ～15人 専従１以上 
        15人～利用者１人に専従0.1以上 
 
※１支障がない場合、他の職務、同一敷地内 
  の他事業所等の職務に従事可能。 
※２生活相談員、看護職員及び機能訓練指導 
  員の設置は必須としない。 

設備 

○食堂・機能訓練室（３㎡×利用定員以上） 
○静養室・相談室・事務室 
○消火設備その他の非常災害に必要な設備 
○必要なその他の設備・備品 

○サービスを提供するために必要な場所 
  （３㎡×利用定員以上） 
○必要な設備・備品 

○サービスを提供するために必要な場所 
  （３㎡×利用定員以上） 
○必要な設備・備品 

運営 

○個別サービス計画の作成 
○運営規程等の説明・同意 
○提供拒否の禁止 
○従事者の清潔の保持・健康状態の管理 
○秘密保持等 
○事故発生時の対応 
○廃止・休止の届出と便宜の提供 等 

○必要に応じ、個別サービス計画の作成 
○運営規程等の説明・同意 
○従事者等の清潔の保持・健康状態の管理 
○秘密保持等 
○事故発生時の対応 
○廃止・休止の届出と便宜の提供 等 

○必要に応じ、個別サービス計画の作成 
○運営規程等の説明・同意 
○従事者等の清潔の保持・健康状態の管理 
○秘密保持等 
○事故発生時の対応 
○廃止・休止の届出と便宜の提供 等 

12 



ケアマネジメントの類型（案） 

ケアマネジメント ケアプラン 利用サービス サービス提供開始月 翌月 翌々月 ３か月目 

ケアマネジメント 

Ａ 
作成あり 

指定事
業者の 

サービス 

実
施
内
容 

○サービス担当者会議 

（※１） 
○モニタリング等 

（※１） 
○モニタリング等 

（※１） 

○サービス担当者会議 

○モニタリング等（面接によ
る） 

（※１） 

報
酬 

基本単位＋初回単位 

 （４３０単位＋３００単位） 
基本単位 

（４３０単位） 
基本単位 

（４３０単位） 
基本単位 

（４３０単位） 

訪問型
Ｃ・ 

通所型Ｃ 

サービス 

実
施
内
容 

○サービス担当者会議 ○モニタリング等 ○モニタリング等 
○サービス担当者会議 

○モニタリング等 

報
酬 

基本単位＋初回単位 

（４３０単位＋３００単位） 
基本単位 

（４３０単位） 
基本単位 

（４３０単位） 
基本単位 

（４３０単位） 

ケアマネジメント 

Ｃ 

作成なし 

（ケアマネ
ジメント結
果の通知） 

その他 

（配食・
補助）の
サービス 

実
施
内
容 

○ケアマネジメント結果の通知 － － － 

報
酬 

基本単位 

（３００単位） 
－ － － 

一般介
護予防・ 
民間事
業のみ 

実
施
内
容 

○ケアマネジメント結果の通知 － － － 

報
酬 

基本単位 

（３００単位） 
－ － － 

（※１）指定事業者のサービスを利用する場合には、給付管理票の作成が必要 13 

※上記の報酬単位等は平成29年度予算の議決等を経て決定されるものであり、今後変更される可能性があります。  

※報酬額は報酬単位に地域単価（１単位10.42円）をかけたものになります。 

※静岡市では委託による事業者のサービス提供は行わないため、ケアマネジメントＢはありません。 



認定状態区分 利用可能サービス １ヶ月あたりの支給限度額 

要介護認定者 介護給付 要介護度による（従来どおり） 

要支援認定者 ○予防給付のみ 

○予防給付＋総合事業サービス 

○総合事業サービスのみ 

要支援２：10,473単位（従来どおり） 
要支援１：5,003単位（従来どおり） 

事業対象者 総合事業サービスのみ 5,003単位 

事業対象者の１ヶ月あたりの支給限度額 

※本市において「事業対象者」の１ヶ月あたりの支給限度額は例外なく5,003単位となります。 

（「事業対象者」の有効期間） 

「事業対象者」は有効期間の終期が無いため、更新手続きは不要です。要介護または要支援
認定者となるまで「事業対象者」として総合事業サービスのみ利用することができます。 

14 



Ⅲ．事業者指定について 

15 



総合事業を開始するための手続きについて① 

○総合事業を開始するための手続きは、開始するサービスの種類や事業を行う事業所の指定状 

  況等によって異なります。確認の上、適切に手続きを行ってください。 

16 

①指定があったとみなされている事業所 

平成27年３月31日以前に介護予防訪問介

護又は介護予防通所介護の指定を受けた
事業所  

現行相当サービス（訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス）を提供するためには 

②指定があったとみなされていない事業所 

平成27年３月31日までに介護予防訪問介

護又は介護予防通所介護の指定を受けて
いない事業所で、現在指定を受けている事
業所 

指定申請は不要です。 
※平成30年４月１日以降も現行相当サービスの 

  実施を希望する場合は、同日までに更新手続が必要 

指定申請が必要です。 

 （日程はＰ25参照） 

基準緩和型サービス（訪問型サービスＡ、通所型サービスＡ）を提供するためには 

①実施を希望する全ての事業所 

みなし指定の有無に関わらず、事業の実施
を希望する事業所 

指定申請が必要です。 

 （日程はＰ25参照） 

③新規で指定申請をする事業所 
指定申請が必要です。 

 （日程はＰ25参照） 



総合事業を開始するための手続きについて② 

17 

指定があったとみなされている事業所のう
ち、平成30年３月31日までの間に「介護予

防訪問介護」・「介護予防通所介護」の指定
の有効期限が切れる事業所 

平成30年３月31日まで「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」を提供するためには 

利用者の状況を踏まえ、適切に「介護予
防訪問介護」・「介護予防通所介護」の指
定を更新してください。 

○静岡市では、平成29年４月１日以降に、「新規・区分変更・更新により要支援認定を受けた方」 
  「基本チェックリストで事業対象者と判断された方」から順次総合事業へ移行し、それ以外の方 

  は引き続き、従来の介護予防訪問介護・介護予防通所介護を利用することから、平成30年３月 

  31日までは、従来の「介護予防訪問介護」・「介護予防通所介護」のサービス対象者となる利用 

  者が存在します。 

 

○平成30年３月31日までに指定の有効期限が切れる事業所については、「介護予防訪問介護」 
  ・「介護予防通所介護」の指定を更新しない場合、 「介護予防訪問介護」・「介護予防通所介護」 
  のサービスの対象となる利用者にサービスが提供できません。（介護予防サービスの請求が通 

  りません）。 

担当のケアマネジャーと連携を取り、受け入れる利用者の状況を確認をするようにしてください 



総合事業を開始するための手続きについて③ 

18 

＜例＞ 平成23年７月１日に介護予防サービスの指定を受けた事業者 

従来の介護予防訪問介護・
介護予防通所介護の指定 

総合事業の指定 

H.27.4.1 

H.29.4.1 

H.29.7.1 

H.30.4.1 

H.23.7.1 

６年間 

終了 

更新 

更新 

（新総合事業開始日） 

受け入れる利用者の状況を踏
まえ、適切に更新してください。 

指定申請 平成27年３月31日現在で、介護予
防訪問介護・介護予防通所介護の
指定を受けている事業者は、総合
事業の指定事業者とみなすことと
されています。このみなし指定の効
力は平成30年３月31日までですの
で、引き続き事業を実施する場合
は、必ず指定の更新をしてください。 



総合事業を開始するための手続きについて④ 
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総合事業の指定 

H.27.7.1 

H.29.4.1 

H.29.7.1 

H.30.4.1 

H.27.4.1 

みなし指定の対象でないため、指定
申請が必要。指定期間は原則６年。 

終了 

（新総合事業開始日） 

指定申請 

＜例＞ 平成27年７月１日に介護予防サービスの指定を受けた事業者 

従来の介護予防訪問介護・
介護予防通所介護の指定 

６年間 



総合事業への移行のタイミングと請求 

20 

○平成29年４月１日以降に、「新規・区分変更・更新により要支援認定を受けた方」及び「基本チェックリストで事業対象者と 

  判断された方」から順次総合事業へ移行。 

○移行した方の分から報酬の請求を総合事業に切り替え。 

○このため、現行相当サービスについては平成29年４月１日から平成30年３月31日までの間は、従来の予防給付と総合事 

  業の対象者が混在し、報酬の請求もそれぞれ行う必要がある。 

要支援認定更新者 ４月１日更新者 ５月１日更新者 ６月１日更新者 ７月１日更新者 ８月１日更新者 

29.3.31で有効期
間終了となる方 

29.4.30で有効期
間終了となる方 

29.5.31で有効期
間終了となる方 

29.6.30で有効期
間終了となる方 

29.7.31で有効期
間終了となる方 

要支援認定申請 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

４月１日更新者 

５月１日更新者 

６月１日更新者 

７月１日更新者 

８月１日更新者 

○平成29年４月１日以降から基本チェックリストを活用した、事業対象者の振り分けを実施。 

  ただし、４月１日更新者及び５月１日更新者については、円滑な移行のため、平成29年４月 

  １日以前から、基本チェック リストを活用した、事業対象者の振り分けを開始予定。 

○従来どおり認定申請を行うことも可能。 

総合事業（様式二の三）で請求 

総合事業（様式二の三）で請求 
予防給付（様式二
の二）で請求 

予防給付（様式二の二）で請求 総合事業（様式二の三）で請求 

予防給付（様式二の二）で請求 総合事業（様式二の三）で請求 

予防給付（様式二の二）で請求 
総合事業（様式二の

三）で請求 

※具体的な請求事務については、平成29年２月頃、国保連から講師を招き、説明会を開催する予定 

認
定
手
続
き
に
つ
い
て 

サ
ー
ビ
ス
利
用
に
つ
い
て 



法人の定款等の変更及び事業所の運営規程等について① 

○「介護予防・日常生活支援総合事業」は、「介護予防給付」とは別のサービスです。このため、 

  法人の定款等の変更や事業所の運営規程及び重要事項説明書の作成等が必要です。 

21 

次の記入例を参考に、新総合事業を行う旨を新たに位置づけてください。 

法人の定款等 

「介護保険法に基づく第１号訪問事業」 
「介護保険法に基づく第１号通所事業」 
「介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援サービス事業」 

規定例 

※従来の「介護予防訪問介護」・「介護予防通所介護」については、平成30年３月31日まで実施 

  する可能性があるため、それまでは定款等から削除しないでください。 

 

※平成27年３月までに指定された事業所については、平成30年３月31日までは「みなし指定」の 

   対象となっているので、平成30年３月31日までに変更してください。 

※平成27年４月以降に指定を受けた事業所については、「みなし指定」の対象ではありません 

   ので、新総合事業を行う場合には、指定申請までに変更してください。 

 

※定款等の変更に当たっては、所管する行政機関がある場合、事前に確認が必要です。 



法人の定款等の変更及び事業所の運営規程等について② 
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・すべての事業所において、平成29年４月１日を施行日とする運営規程を作成する必要 

 があります。 

 ※平成27年３月31日時点で指定を受けていた事業者については、「みなし指定」の対 

   象であるため、指定の更新時まで、作成した運営規程の市への届出は不要です。 

 

 ※平成27年４月１日以降に指定を受けた事業所は、総合事業の指定申請を行う際、申  

   請書類に添付して提出してください。 

 

 ※平成29年４月１日以降に新規の指定または指定の更新を受ける事業所については、 

   指定申請を行う際、申請書類に添付して提出してください。 

①運営規程の作成及び届出について 

運営規程、重要事項説明書 



法人の定款等の変更及び事業所の運営規程等について③ 
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現在の運営規程や重要事項説明書で使用されている表記を次のように変更したものを
新たに作成ください。 

・「介護予防訪問介護」 ⇒ 「介護保険法に基づく第１号訪問事業」 
・「介護予防通所介護」 ⇒ 「介護保険法に基づく第１号通所事業」 

文中で法令等を引用している場合、変更が必要な表記について確認し、作成する必要が
あります（現在、介護予防サービスの人員基準等は条例で規定していますが、新総合事
業の人員基準等は要綱で規定する予定です）。 

③文中で引用する要綱等について 

②作成方法について 



法人の定款等の変更及び事業所の運営規程等について④ 
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「運営規程、重要事項説明書」を参考に、現在の契約書で使用されている表記を適切に
変更してください。 

・各利用者について現在の要支援認定の期間中は、従来の介護予防サービスの利用者 

 ということになるため、次の要支援認定の期間開始時に総合事業の契約を締結してくだ 

 さい。 

・要支援認定の更新時期は利用者ごとに異なるため、各事業所では平成29年４月までに 

 は契約書のひな形を用意しておき、その後、認定更新をした利用者と契約を締結してく 

 ださい（平成29年４月１日付で一斉に契約変更するものではありません）。 

②契約の締結時期 

※契約締結の際は、重要事項説明書を交付して説明を行い、同意を得ることが必要です。 

①サービス表記の変更 

契約書 



指定事務について① 

○介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業（訪問介護相当サービス、訪問型サービスＡ、通 

  所介護相当サービス及び通所型サービスＡ）の事業者指定に関する手続の日程については以 

  下のとおりです。 

 

○この日程は、総合事業移行時における特例であり、これ以降の指定に係る日程については後日 

  お知らせします。 
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指定申請 

事前申し込み期間 
審査期間 指定日 

平成29年１月16日～ 

平成29年２月15日 
平成29年２月16日～ 平成29年４月１日 

平成29年２月16日～ 

平成29年３月15日 
平成29年３月16日～ 平成29年５月１日 

指定の日程 



指定事務について② 

○提出書類について 

・介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定申請と同様の書類とする予定です。 
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指定申請に係る必要書類等 

○提出書類の省略について 

・申請を行う事業所の指定状況等により書類の一部を省略することができます。 

平成27年４月１日以降に介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定を受けて

いる事業者が新たに総合事業を開始したい場合は、添付書類の一部を省略可とし
ます。 

平成29年４月１日以降に、新たに総合事業の指定を受ける場合は、添付書類の省

略はできませんが、指定訪問介護又は指定通所介護と同時に新総合事業の指定
申請をする場合は、一部の添付書類の省略を可とします。 

○審査手数料について 

  「第１号訪問事業」「第１号通所事業」の事業者指定に係る審査手数料を徴収する予定です。 

  具体的な金額は今後お知らせします。 

※省略できる書類については必要書類とあわせて後日ホームページに掲載する予定です。 



指定の有効期限及び更新について① 

○総合事業の訪問介護相当サービス、訪問型サービスＡ、通所介護相当サービス及び通所型 

  サービスＡの指定の有効期限は、介護給付及び介護予防給付の指定の有効期限と同様に６年 

  です。 

 

○ただし、みなし指定の対象の事業所については、指定の有効期限が平成30年３月31日までと 

  なるため、平成29年度中に指定の更新手続が必要です。 

 

○更新手続の日程については、改めてお知らせいたします。 
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指定の有効期限及び更新について 



各種届出について① 

○介護保険法上、事業所は、一定の事項に変更があった場合、10日以内にその旨を届け出る必 

  要があります。 

変更届について 

届出が必要な変更事項 訪問介護相当サービス 訪問型サービスＡ 通所介護相当サービス 通所型サービスＡ 

事業所の名称、所在地 ○ ○ ○ ○ 

申請者（法人）の名称、所在地 ○ ○ ○ ○ 

法人代表者（氏名、生年月日、住所及び職名）※1 ○ ○ ○ ○ 

定款・寄附行為等（当該事業に関するものに限る）※2 ○ ○ ○ ○ 

事業所（建物）の平面図（構造概要及び専用区画等） ○ ○ ○ ○ 

事業所の設備の概要 － － ○ ○ 

管理者（氏名、生年月日、住所及び経歴） ○ ○ ○ ○ 

サービス提供責任者又は訪問事業責任者 ○ ○ － － 

運営規程 ○ ○ ○ ○ 

介護サービスの請求に関する事項 ○ ○ ○ ○ 

法人役員（氏名、生年月日及び住所） ○ ○ ○ ○ 

28 
※１ 法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは開設者の氏名及び住所 

※２ 法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局である場合は不要 



各種届出について② 

○届出が必要な加算を取得する場合は、体制届を提出する必要があります。 

  【総合事業における対象サービス】 
  ・訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス 

  ・訪問型サービスＡ、通所型サービスＡ（中山間地域に係る加算のみ） 
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体制届について 

○提出時期   

  毎月15日以前になされた場合、翌月から算定を開始します。 

  毎月16日以降になされた場合、翌々月から算定を開始します。 

 ※介護職員処遇改善加算については、算定月の２月前の末日  

休止・廃止届について 

○事業所を休止又は廃止する場合 

  休止又は廃止の１月前までに届出を提出 

 

○休止した事業所を再開した場合 

  再開から10日以内に再開届を提出 

 

その他 

○各種様式や必要書類は、現在の指定手続の 

  際に使用している様式を利用する予定です。 

  改めてお知らせいたします。 



このページは余白です 
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Ⅳ．その他のお知らせ 
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今後のスケジュール（案） 

平成29年２月頃 

【第３回事業者説明会】 
○国保連合会への請求事務等、具体的な事務手続に 

   ついて説明（国保連から講師を招く予定） 

平成29年４月１日 【新しい総合事業実施】 

※上記スケジュール（案）の説明会以外にも、ケアマネジャー向け説明会を別途予定しております。 

※必要な情報はホームページ等で随時公開いたします。また、個別の質問等については、ホーム 

   ページ上に質問票を掲載しておりますので、ＦＡＸにて、ご照会ください。 
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白く輝く 山 頂 

富士山の本体 山 腹 

八方に広がる 裾 野 

① 山 頂  
 ： 医療・介護が必要となっても、自宅でずっと暮らせる体制 
 ⇒ 「つながる力」を活かした医療・介護の専門職の連携 

② 山 腹  
 ： ずっと自立して暮らせるよう、介護予防・生活支援と住まいの確保 
 ⇒ 「つながる力」と「元気な高齢者」を活かした地域の市民の連携  

③ 裾 野 
 ： いつまでもずっと健康で人生を楽しめるまちづくり 
 ⇒ 幅広い施策の連携 

健康長寿のまちづくり 

静岡型地域包括ケアシステム 

健康寿命の延伸 

専門職の連携 

地域の市民の連携 

幅広い施策の連携 

歯科医師 
薬剤師 

看護師 

医師 

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ 
介護ﾍﾙﾊﾟｰ 

管理栄養士 
作業療法士 
・理学療法士 
・柔道整復師 

自治会 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

民生委員 

地域の市民 

支援団体 
ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ 

地区社協 
市社協 

企業・事業者 

地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

（例） 

社会福祉法人 

まちづくり 

産業・就労 教育・生涯学習 

文化・交流 

健康づくり 

子ども・子育て インフラ 

本人・家族 

富士山型「健康長寿のまちづくり」 
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地域
医療 

在宅
介護 

在宅
医療 

施設
介護 

生活支援・
見守り 

介護
予防 

生き
がい 

住み慣れた自宅でずっと最期まで自分らしく暮らせるよう、 
 静岡市が誇る①地域の「つながる力」と、②健康寿命が長い「元気な高齢者」の活躍により、 
 医療・介護の支援の輪と、地域の生活支援の輪を構築し、二つの輪が連携して本人・家族を支援。 
 そして、本人・家族が安心して自宅で暮らす道を選べるよう、市民に情報を発信。 

歯科医師 

薬剤師 

看護師 

医師 ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ 

介護ﾍﾙﾊﾟｰ 

管理栄養士 作業療法士 
理学療法士 
柔道整復師 

地域包括支援 
ｾﾝﾀｰ 

自治会 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

民生委員 

地域の市民 

支援団体 
ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ 

地区社協 
市社協 

企業・事業者 社会福祉法人 

住まい 

 医療・介護が必要となっても自宅でずっと暮らせるよう、専門職の連携によ
り、医療・介護を提供。 

 （今年度の主な取組） 地域医療体制の確保、介護保険制度の運営、介護基盤の整
備をはじめ、次の取組を推進。 

 ◎ 小圏域における在宅医療推進モデル事業 
 小学校区程度のモデル地区で在宅医療・介護連携を実践し、支援体制を構築し、地域
の生活支援とも連携。 

 ◎ 医療・介護・福祉スーパーバイザー人材配置事業 
  医師会と協力し、退院支援の際などに医療・介護の関係機関を支援する人材を配置。 

 ◎ 認知症疾患医療センター運営事業 
    認知症の専門的診断や相談支援を行う専門医療機関を指定。 

 自宅でずっと元気に自立して暮らせるよう、地域の市民の連携により、介護
予防、生活支援等を推進。 

 （今年度の主な取組） 介護保険の介護予防事業をはじめ、次のような取組を推進。 
 ◎ 認知症カフェ運営事業 

 認知症の人や家族が気軽に交流や相談をできる場を身近な地域で開催。 
 ◎ 生活支援コーディネーター配置事業 
   地域の生活支援等の資源を掘り起こし、地域の輪につなげる人材を配置。 
 ◎ 元気いきいき！シニアサポーター事業 
   ボランティアに参加した高齢者がポイントを貯め、地場産品と交換。 
 ◎ しずおかハッピーシニアライフ推進事業 
   元気な高齢者の活躍を進める方法を検討。  
 ◎ Ｓ型デイサービス事業 
   地区社協が中心となり、身近な所でボランティアにより行うミニデイサービス。 
 ◎ しぞ～かでん伝体操大交流会 
   静岡市独自の介護予防体操「しぞ～かでん伝体操」のイベント。 
  

   平成29年度 新しい総合事業（介護予防・日常生活支援総合事業）開始。 
 

つながる力 

つながる力＋
元気高齢者 

「静岡型地域包括ケアシステム」の概念図と取組 
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 医療・介護・福祉スーパーバイザー人材配置事業（平成28年度～） 

 家庭の問題や経済的問題など複雑かつ多岐にわたる問題を抱える高齢者などが、退院後、在宅で医
療・介護を受けながら、安心して暮らせるよう、地域の医療・介護・福祉関係者等から在宅医療・介護に
関する相談を受け、公正中立な立場から、かかりつけ医の紹介や介護・福祉サービスの調整等に関する助
言・情報提供、関係機関との調整などを行う“スーパーバイザー”を配置。  

在宅医療・介護の相談 
・通院が困難なケース 
・かかりつけ医がいないケース 等 

地域医療の連携 
・退院支援や在宅受け入れ体制づくり 
・地域の医師や介護事業所との調整 等 

在宅療養の継続支援 
・在宅医療・介護推進チームの編成 
・入院の調整 等 

情報収集・提供、指導助言 
・市民や地域包括支援センターへの 
 情報提供、指導助言、啓発 等 

総合病院 
地域包括 
支援ｾﾝﾀｰ 

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ かかりつけ医 
介護ｻｰﾋﾞｽ 
事業所 

スーパーバイザー 
（医療に関する知識を有する者） 静岡医師会・清水医師会に委託 

調整 相談 
助言 
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ミッション 

①身近な地域（小圏域）で医療・介護の多職種が連携できる体制を構築する。 

◎ 見守り等、地域に期待するサービスの提案  

◎ 地域の医療・介護資源の違いに対応できるよう、小圏域を核に、隣接圏域・日常生活 
      圏域内の資源と連携して支援 

地域住民による生活支援体制の検討に繋げる 

ビジョン＆プロセス 

 自宅での生活を望む市民（患者本人や家族）が「自宅でずっと」安心して暮らせるよう、身近な
地域の医療・介護関係者が連携体制と信頼関係を築き、チームで在宅医療・介護を支える体制を
構築する。 
 その上で、地域住民による生活・見守り支援と連携し、安心して最期まで暮らせる地域をつくり、広
く市民に浸透させること。 

◎ 専門職チームによる在宅医療の受け皿づくり 

③本人、家族が在宅療養に安心感を持ち、自宅でずっと暮らす覚悟を持てるようにする。 

②地域住民による生活・見守り支援が活発に行われ、専門職と連携できる体制をつくる。  

◎ 地域包括ケアシステムの概念、本取組の成果について、地域住民への浸透を図る。 
                                             （２９年度～）  

小圏域における在宅医療推進モデル事業（平成28年度～） 
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